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当出張所では、国道7号(北秋田市今泉鳥越～大館市⾧走)と秋田自動車道(蟹沢IC～小坂北IC)を管理しています。

今年も道路愛護団体のみなさまに、国道７号にある植栽帯を色とりどりの花壇として整備いただき、
華やかな空間を創出いただいております。今号では、道路愛護団体のみなさまへの感謝の意を込めて、
ご紹介させていただきます!!
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★その１ 「道路ふれあい月間」はいつから？

「道路をまもる月間」として昭和33年に第1回目が実

施され、平成13年からは、道路を利用する方々や地域

住民の方々等により広く参加を求め、開かれた道路行政

を進めるため「道路ふれあい月間」に変更されています。

★その２ 8月10日は「道の日」です！

大正9年8月10日に最初の道路整備の⾧期計画で

ある「第一次道路改良計画」が実施されたことなどから、

昭和61年に8月10日が「道の日」とされました。

国土交通省では、毎年8月を「道路ふれあい月間」として、道路の愛護活動や道路の正しい利用の啓発等の
各種活動を特に推進することにより、道路を利用するみなさまに、道路とふれあい、道路の役割や重要性を改め
て認識していただき、道路を常に広く、美しく、安全に利用していただくことを目的とした運動を実施しています。

維持補修工事では道路管理に関する諸々の作業について、応急処理として実施します。
その中でも今月は事故処理についてご紹介します。
交通事故が発生してしまうと、けが人の搬送や交通規制等のため、救急車やパトカーなどの緊急車両が出
動します。実は、事故現場では、油漏れや散乱物がある他、道路施設の損傷していることがあります。これを
放置すると後続車両に影響し、第二の事故を誘発することから、事故処理として清掃や油処理、損傷復旧な
どを実施しています。
事故処理は昼夜を問わず、迅速かつ的確な対応が求められることから、最も大変な作業であると言っても
過言ではありません。
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